Ⅱ　交通安全
[bookmark: _Hlk216448549]登下校中の交通事故への対応（例）
※スクールバスを運行している学校は、スクールバス運行時の事故対応についても明記すること。
⑴　交通事故発生時の対応の例
【二次対応と対策本部】
・事故の情報を整理し、警察・医療機関・PTA等と緊密に連携しながら、容体の把握、保護者への対応、今後の対応策、他の生徒への指導などを検討。
・重大かつ深刻な交通事故（生徒の死亡、複数生徒の被災、重篤なけがを負う等）の場合は、緊急の対策本部を設置し、迅速な対応を講じる。
【事故状況の調査・報告】
・事故発生状況や事故原因に関わる事実を調査・記録し、教育委員会等へ報告。
・記録した情報は、再発防止に向けた安全管理・安全教育を再検討するために役立てる。
【当事者となった生徒への対応】
・事故後に生徒がとった行動を確認し、対応（警察への通報、加害者の責任等）が不十分な場合は支援・指導を実施。
【心のケア】
・交通事故を経験することによって、心に深い傷を負った場合は専門家による心のケアを実施
・次のような場面を経験した場合は、事故当事者以外の生徒も含め、心的外傷後ストレス障害に発展する可能性が高くなるため、適切なケアを行う。
ア　きょうだい・友人が死亡重傷事故に遭うのを目の当たりにした
イ　生徒が加害者となり他者に大けがを負わせた
ウ　自分の行為が原因となり、他者を事故に巻き込んだ

・救急セット、連絡用携帯電話を携行
・負傷者等の応急手当
・現場周辺にいる他生徒への対応
→安全確保、当面の行動指示等
・警察への対応
→可能な範囲で警察等からの情報収集
・（必要に応じ）救急車同乗
・学校への状況報告
＜聴き取り項目＞
・電話の相手（本人、事故の相手、目撃者等）
・生徒本人及び相手方の被害（ケガ等）の程度
・事故の発生場所、発生時刻
・事故の状況（概要）
・加害事故、被害事故の別
・救急車の手配状況、搬送先
・110番通報の有無
・保護者等への連絡の有無
電話の聴き取り
交通事故発生の第一報
保護者
救急・警察
県教育委員会
•連絡用携帯電話を携行
•負傷者等の容態把握
•警察への対応
可能な範囲で警察等からの情報収集
•学校への状況報告
以後の対応を検討
救急搬送未了
救急搬送済
校長（副校長・教頭）
急行
事故現場へ
搬送先へ
保護者と合流
報告・情報共有等

※校外での交通事故（郊外研修・部活動等）についても上記と同様の対応とする。
⑵　被害者・加害者にならないための事前の対策
①　生徒の事故の実態把握
・生徒は、交通事故に遭った場合には必ず●●部に報告をする。
　軽微な事故であっても報告を行う。
・ヒヤリハットの経験も含め、生徒の交通事故の実態を把握する。
・交通事故の頻発箇所を明らかにし、生徒へ危険箇所の明示を行い、交通事故防止のための啓発を行う。
②　生徒への指導
ア　事故対応への理解
・事故に遭った場合は、すぐに警察に通報する。
・相手と連絡先を必ず交換する。
・相手が車両であった場合は、相手当事者の車両ナンバーを覚えておく。
・相手が怪我をしている場合は、救急搬送を要請する。
・救急搬送を要請できない場合は、周囲の人に依頼をする。
イ　加害者になった場合の責任についての理解。
・刑事上の責任（相手を死傷させた場合、重過失致死傷罪等に問われる）
・民事上の責任（被害者に対して損害賠償金を支払う義務を負う）
・行政上の責任（運転免許の停止処分等を受ける）
・道義的責任（被害者を見舞い謝罪する）
③　交通安全に関する指導
　　　　・交通安全教育・啓発活動の年間予定
	実施日
	内容
	対象
	時間

	●月●日
	新入生及び保護者への交通安全指導
	入学予定者・保護者
	合格者説明会

	●月●日
	交通安全講話（●●警察署）
	全学年
	全校集会

	●月●日
	ヘルメット着用啓発（●●委員・ＭＳリーダーズ）
	全学年
	登校時

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




